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わ が閏の原子力政策

一一いわゆる民主・自主・公聞の 3原則について一一

木原正雄

はじめに

生産過程の機械化・自動化の発展は，電気エネルギーなくして不可能である。

わが国では，電気エネノレギーの生産は，従来水))発電，石炭燃焼火力発電(1954

年度まで石炭は 1次ユーネルギー供給の 50.9%をまかなっていた〉によっていた

が. 1952年 3月「技術の向上および重要産業の機械設備等の急速な近代化を促

進すること，並びに原材料および動力の原単位の改善を指導奨励すること等に

よって， 企業の合理化を促進」ο することを目的とした企業合理化促進法の公

布・肱行等を契機とし 1952~53年ごろ石炭のスクラップ化と石油依存へと転

換し， 重化学工業政策が「経済自立 5 カ年計画 (1956~60年度)J のもとで開

始される1955年には，早くも 1次エネノレギーに占める石炭の比率は 49.2%にな

り. 1959年には「エネルギー革命」の名のもとで石油への転換が積極的にすす

められ. 1960年には1次エネルギ に占める石油の比率は 37.7%. i高度成長」

政策が「所得倍増計直 (1961~70年度)J のもとで本格的展開が始まる 1961年

9月には，石油の輸入自由化と1962年 5月「石油の安定的かっ低廉な供給の確

保を図り， もって国民経済の発展と国民生活の向上に資することを目的」とし

た石油業法の公布・施行により，石炭から石油への決定的転換がおこなわれ，

1963年には 1次エネルギ 供給に占める右油の比率はついに 51.8%となったo

戦後わが国のエネルギ 政策の特徴は，メシャーの世界戦略にそって，その

1) 企業合理化促進法の公布施行にいたる背景等については，木原E瞳，目木のエネルギ一政策の
展開，日本科学者会議編「目本のL ネルギー蹄雷J1980年参照
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支配下で，エネノレギー革命の名のもと，石炭産業のスクラップ化と石油への転

換が急速にすすめられ，国産エネルギー比率はわずか10%前後〔石油は99%以

上海外依存)という脆弱なエネノレギー構造をつくりだすことになった。

もう 1つの特徴は，石炭から石油への転換左前後し， 1954年以来，米技術へ

の全面的依存のもとで，原子力の平和利用の名のもと原子力発電所の建設が推

進され1 現在米仏につぐ世界第3の「原発大国J" となり，総発電量のうち原

子力発電の占める比率は13%を越えるまでになった。原子力発電への依存の増

大は，エネルギ問題。真り解決になるであろうか。今日の軽水炉は技術的に

は米国よりの導入技術であり，安全性の点でも未完成なものである。核燃料も

またほとんどを米国に依存している。使用済核燃J料の処理・処分も未解決であ

るコ外国依存という点では石油以上に多〈の規制をうけ，放射能を伴う原子力

発電への依存の増大は. I石油危機」以上に，質的に異なった 原子力危機]

合招来することにもなりかねなし、。 1981年 4月発生した日本原子力発電・敦賀

原子力発電所の事故は，わが国の原子力政策と原子力発電自体のもっさまざま

な危険の 1つを示したものといえよう。敦賀原発事故でも明らかなようにわが

国の原子力発電推進における特徴の 1つは，原子炉の製作や原発の建設などア

ップストりームについては熱心であるが，ダウンストリームといわれる原子炉

の運転管理や原子炉の嫁動により常時排出される放射能廃棄物の処理は軽視さ

れていることである九 しかしながら，技術上の故障や人為的ミスは原発の運

転とそれにともなう諸過程において発生する。安全確保はダウンストリ ムに

おいては不可欠で重要な問題であるにもかかわらず，軽視されている。原発と

の わが国の原子力発電設備容量は，アメリカにつぎ第2位を凸めていたが， 198年12月末現在世
界各国で運転中のものは，米国5，639.38方 kw(基数73)，仏1，535.9万kw(基数22)，日本1，511.7
(基数22)，ソ連1，357.5方 kw(基数28)，西ドイツ900.6方 kw(基数11)，イ 4 リス885.015万kw

〔基数33)，スウヱ デソ581万kw(基数8)，カナダ57'::1.2方 kw(基数10)，フィ γラソド226.2

方 kw(基数4)，スイス203.4万kw(基数4)の順で， 総計では40カ国. 14，652.055万kw(基数
233)となっている。 (r原子力産業新聞」昭和56年3月5日付〉

3) 19R仁雫12且末現在，放射能I廃棄物の貯産量200リットルードラム曜換算で 226，700本に達l.-，発
電所内に貯蔵されているロ現在，保管能力は331，700本といわれているが.このままでは1985年
には69万本， 90年には100万本にも達することになる.
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そり関連施設の建設は，原子力産業関連企業にとって収益のある事業であるが，

石油や石炭火力に比軽1-，発電コストに占める燃料費の比重が小きいため，稼

動率が高〈なればなるほど原発の方が経済的だということを原発推進の重要な

理由としている企業にとって，運転管理や廃棄物処理に特別の費用を支出する

ことは不経済なことであり，それだけ収益を少なくすることになる。企業にと

っては，安全確保よわも，いかにして稼動率を高めるかが優先課題なのである。

事故により運転を停止することは，それだけ稼動率が低下じ，収益が少なくな

り，割りにあわず，ひいては原発推進の大義名分がな〈なるからである。この

点に，事故を隠し，運転停止を避けようとする原発の体質をみることができる。

日本原子力発電・敦賀原発の事故は，原子力基本法の 3原則を意識的に無視し

た原子力政策と原発推進者=企業により引きおこされたものであり，たんに施

設の構造的欠陥，技術上の故障，人間の不完全さからくる現場管理者白人為的

ξ スだけによるもの Eはなく，他のエネノレギー源とは ζ となる原子力の特性を

軽視ないしは無視しようとしたことから起ったものといえよう。

スリーーマイル・アイランド原発事故報告では調査の対象にならなかった

「原子力発電プラント内の格納容器付近に使用済み核燃料が堆積しであること

の危険性」が，今回の日木原子力発電・敦賀発電所 (GE社・ BWR沸騰水型

軽水炉.fH力35方7000KWl において現実の問題になったことは， たんに放

射性廃棄物処理・処分施設の構造的欠陥や管理の人為的ミスによるものではな

し原子力利用にあたり当然考慮きるべき放射性廃棄物の処理・処分を軽視す

ることから生じた起るべくして起った事故であり，核分裂により生じる放射性

物質処理にともなう危険性について考慮されず，作業員の放射能被曝および

般住民の生命と健康，環境汚染にたいするおどろくべき無関心と["人類社会

の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的J(原子力基本法第 1条〕

とせず，電力生産第一主義の原子力政策に起因するものである。
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I 

原子力発電プラ Y トなど発電交流機器は 2重3重に安全装置がとりつけら

れ，安全には万全の措置がとられ，十分配慮されているから安全である， とい

う考えのもとに原子力発電所の建設が推進され，原発の危険性を指摘する者は

技術進歩を否定する核アレルギ として非難されている。しかしながら，安全

装置がとりつけられているだけで安全だという証明にはならない。安全のため

の装置が逆に作用することもありうる。安全であるかどうかは，動力炉の運転

過程で設計上予想されたとおり，技術的になんの支障もなく運転されることに

よって，はじめて証明される。安全性の問題ほ，装置はつねに完全に動くもの

ではないことを前提として考察されなければならなし、。安全を前提とし，安全

であることを証明するための安全性の確定は，安全性を高めることにはならな

いし，敦賀発電所の事故でも明らかなように，かえって「事故隠しJ!l)原因を

vつくることになる。

安全だといし、ながら，他方ではあらゆる装置は技術的に全〈安全なものはあ

りえない，原子炉もこの例外ではないとし、うととを理由に，技術的に未解決の

問題が多<.実証炉とはいえない不完全な軽水炉が生産されてレる。企業にと

っては，危険や危害がともなっても，より多くの利益を得ることができれば，

不完全なものでも是認される。危険や危害は資本にとっては必要経費の 1部で

ある。危険や危害は高利潤によって正当化される。原子力のばあい，放射能の

安全性を示す規準は，危害(損失〕と利益との聞で便宜的に決められたものに

すぎない。危害が大きくなっても利益がより大きなものになれば，安全規準は

人為的， 政策的に変更〔緩和〕される。 NO，の環境基準が自動車関連企業の

利益のために緩和されるのと同じである。 1981年 4月28日関議で決定され，属

会に提出された環境破壊や公害を未然に防止するための環境影響評価法案には

「発電所又は発電設備の設置J (原子力発電所を含む〉が対象かb除外され亡

いるU ことはJ 安全性基準が客観的・科学的に決定されるもの亡ない ζ とを端
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的に示しているといえよう。

以上から明らかなことは，原子力発電所の安全性の問題はたんに技術上の問

題ではなしとみに社会的問題であるということである。技術的に未解決な点

が多しまた安全性の点で問題がのこされているにもかかわらず，原発の建設

が推進されていること事態，企業利益が安全確保に優先され，安全性規準その

ものが企業利益の観点から考察されたものであることを示している。企業にと

って安全性の問題はとみに経済的問題だからである。すなわち安全確保のため

の費用は，それが大きくなれば，それだけ利潤の大きさに負の影響を与える要

因だからである。 ιの点に，安全性自問題は社会経済的見地から考察しなけれ

ばならない論拠がある。しかしながら I安全の確保に関する事項について企

画し，審議し，及び決定するJ (原子力基本法第5条〉任務をもっ原子力安全

委員会は，スリー・マイル・アイランド原発事故の後も，安全の確保に関する

事項を工学的・技術的視点からのみとりあげ，社会的見地から考察するととを

避けている。原子力安全委員会がこのような姿勢をもちつづける限り， 日本原

子力発電敦賀原発にみられる「事故隠し」の原因を明らかにすることはできな

いであろうし，第 2，第3の敦賀原発事故を防ぐことはできないであろう。

わたくしはz 日本学術会議と原子力安全委員会共催の学術シンポジウム引に

おいて，つぎの点を指摘した。すなわち，科学・技術は一連の社会経済関係と

はなれてはありえない。原子力発電所は社会的産物であり，原発の問題は社会

との関連においてとりあげられなければなら沿い，スリ-.マイノレ・アイラン

ド原発事故は，技術(とくに巨大技術〉と人間との関係およびそのあり方をふ

くめ，哲学，社会，心理，政治，法律，経済など人文・科学の分野に関連する

さまざまな問題を提起したことを教訓としこのような事故の再発を防ぐため

4) 法案第2条で，アセスメゾトの対象事業を規定しているが，今回提出された法案では，旧法案
の第s項「発電所又は発電設備の設置」が削除されている。

5) わたくしは， 1979年11月26日，日本学術会議と原子力安全委員会共催の学術シンポゾウム(米
スリー マイル アイランド原子力発電所事故の提起した諸問題について討議した γ ンボジウ
ム〕において発言。「米国スリ マイル・アイラソド原子力発電所事故の提起した諸問題j(報
告書J.昭和S!i年6月， 195へージ参問。
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には，単なる技術上の問題や，運転員のミスなどの問題に掻小化することなく，

広〈社会経済的見地から検討することが必要である，と。

しかしながら，この指摘後も，原発の「安全性神話」がなぜ崩壊したかにつ

いては考察されず，検討の対象は依然として技術上の問題や運転員のミスのみ

に限定されたまま今日に至り，敦賀原発事故発生となったのである。

11 

原子力基本法第 1条は，原て「力の研究，開発及び利用を推進するための目的

を定めたものであり，その目的は「人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに

寄与する ζ と」と規定している。そして， ζD目的を実現するだめの基本方針

を定めたものが第2条であ石。すなわち，第2条は，原了力の研究，開発及び

利用は，なによりも平和の目的に限ること，そのためには安全を確保すること，

そLて平和的利用と安全確保のためには，研究，開発及び利用にあたって，民

主的運営がなされ， 自主的におこなわれ，その成果が公聞きれるべきであると

とを定めているのである。原子力基本法のいわゆる 3原則 民主，自主町公

開 は，原子力の研究，開発及び利用にあたっての第 l義的な基本原則であ

る。この 3原則をねきにしては平和的利用と安全確保は保証されないからであ

る。この限りにおいて，民主，自主，公聞の原則は，平和的利用と安全確保の

ための担保的原則といえる。しかし平和的利用と安全確保が，原子力基本法

に定める第 1義的原則であって，民主・自主・公開の原則は副次的原則である

とするのは，原子力基本法制定の経緯とその精神からみて正しくない。原子力

の利用は， この 3原則が厳守されてこそ，はじめて平和的利用と安全確保が保

証されるものだからである。民主・自主・公開の 3原則がわざわざ明記されて

いるのは，原子力の利用が，他のエネノレギーとはことなり，その利用が軍事的

利用ではじまったということが歴史的事実であることから，原子力が「人類社

会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与する」には，なによりもま F軍事的目

的に利用されたり，平和的利用。意図が，軍事的なもりに切り換えられる危険
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を阻止するため， I平和の目的に限」ることが明記されたのである。さらに原

子力は，それがたとえ平和的目的に利用きれる場合でも，他のエネルギーとは

ことなり，放射能による危険が伴うため，その障害に対する対策，予防のため

に万全の措置をとるなどベ 「安全の確保を旨」とすることが併記されている

のである。安全の確保が保証されなければ，国民の生命と健康と財産を守るこ

とはできず，したがって「人類社会の福祉と国民生活の水準向上に寄与する」

という原子力基本法の目的を実現することは不可能だからである。

III 

戦後わが国において原子力研究再開の問題が科学者のなかで論議されるよう

になったのは，サンフランシスコ講和条約締結を契機としてである。 1952年春

以来， 日本学術会議を中心として，科学者の問で原了力研究と原了力発電につ

いて論議きれたが，余りにも問題点が多しこの時点では，科学者の聞では一

致した結論はでなかった。日木学術会議会員であった伏見康治氏は， I原子力

研究の計画について問題となる点」をつぎのように整理しているべ

【1J 政治経済上から

O日本の現状からいって，平和的利用の意図が，軍事的なものに切り換

えられる危険性が極めて強い。これを阻止すべき科学技術者の組織力は頼

みがたL、。

。資源を輸入する場合は，輸入先からの支配権力が及ぶ危険。

O日本における研究結果，資材が外国に不当に利用されるおそれ。

Oその他，日本に真の自主性がないために起る危険。

。原子爆弾被災固として，原子力に対する広汎な国民感情的思避。

O外国特にアジア諸国に対する悪印象。

O日本経済の負担能力が疑問。

め 「日本学荷会議ze年史J69ベータ参照。
7) 向上， 35......，36ベータ。
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0資源が入手できないのではないか。

[2J 物理学，広く科学研究に対する影響

0原子力研究は，一つの広用科学である。これに研究費が多額に出る場

合，直接あるいは間接に純粋科学を圧迫するおそれがある。

O研究の統制〔官僚統制，軍事目的への動員統制〉への手段として利用

される危険がある。それを防ぐため学界に広い強固な組織を確立すべきだ

が，その実現性は疑問。

O実験用原子炉の段階に対して， 乙れが純粋D核物理学に大した寄与は

しないだろう。物理学，生物学，医学などに対する利益は，骨イクロトロ

ンその他の加速装置にくらべて，格段の差はなかろう。

O日本の核物理学j その他科学技術一般の水準が，果Lてこの計画の実

現にたえられるか。

[3J 0原子力発電が外国で十分完成されてから，技術・資材を輸入すれ

ばよいので，日本でやる必要はなし、。

。時節を待ってやるのがよい。

1952年研究者のあいだで原子力研究の是非対問題になったさい，日本学術会

議の三村剛昂会員は，アメリカとソ連の緊張が解け，アメリカにもソ連にも原

発を捨てさせる時まで3 たとえ原子力研究で日本がおくれを取ってもその研究

はやるべきでないと述べられているヘ米ソの対立が強まり，新型核兵器の開

発が進み，核兵器製造の技術的・物質的基礎となる原T力発電所の建設が進め

られている今日，三村氏の指摘はその重要性を失ってはいない。すでに核兵器

や原発が存在する限札核兵器等の危険性を明らかにするため必要な原子刀に

ついての基礎的研究までやめるべきではないが，果しない核兵器開発が進めら

れている限り，平和的利用であれ原子力発電所の建設は推進すへきではない。

原子力発電所の建設は，それだけ核拡散を伴うものだからである。このような

危険があるからこそ，当時，原子力の研究ばもとより，ましてや原子力発電所

め向上.36ヘジ。
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の建設については，多数の科学者の態度は慎重なものであった。ところが1953

年12月第 8回国連総会におけるアイゼンハワー米大統領の原子力平和利用提案

演説 (Atomsfor peace) の直後， 1954年 3月に，自由党，改進党1 日本自由

党が中心となり，原子力平和利用研究補助金として 2億 3，500万円， ウラニウ

ム資源調査費として 1，500万円を内容とした原子力予算案が「あえて大胆にこ

の費目を掲げて学界，工業界を刺激するJ (提案理由〕ため突如として衆議院

に提出され，参議院では審議未了のまま自然成立することになったのである。

このように軍事利用に進まないことを保障するなんの具体的措置もとられな

いまま原子力開発が始まることになったので，日本学術会議では， 1954年4月

23日，第17回総会で「原子力の研究と利用に関し公開，民主， 自主り原則を要

求 Fる声明J" を採択し，原子力の研究は，いわゆる「公開 民 主 ・ 自 主 」 の

3原則が十分守られる条件りもとにのみ始められるべきことを明らかにしたの

である。そして， 1954年10月2呂田日本学術会議会長から内閣総理大臣にあてて

9) ，原子力の研究と利用に闘し公開，民主，自主の原則を要求する声明」は，つぎのとおりであ

る。

「第lS国会は，昭和29年度予算。中に原子力に関する経費を計上した。

原子力の利用は，将来町人類の信祉に関保ある重要時雷であるが，その研究は，原芋兵器との

関連において急速な進習をとげたものであり，今なお，原子兵器の暗雲は世界をおおっている@
われわれは，これらの損状におし、て，原子力の研究')取扱いについて，特に慎重ならざるを得

ない。
われわれはここに本会議第4回総会における原子力に対する有効な国際管理の確立を要請し

た声明，並びに第四国会でなされた原子長器の憧用暫止と原子力の圏際管理に関する決議を想起
する。そして，わが国において原子兵器に関する研究を行わないのは勿論外国の原子兵器と関連

ある 切の研究を行ッてはならないとの堅い決意をもマているu

われわれは，この精神を保障するための原則として，まず原子力の研究と利用に関する一切の

情報が完全に公開され，国民に周知されることを要求する@こり公聞の原則は， そもそも科#技

術の研究が自由に健全に発遣をとげるために欠くことのできないものである。

われわれは，またいたずらに外国の原千力研究の体制を模することなく，真L民主的な運営に

よって，わが国の原子力研究が行われることを要求する。特に，原子力が多くり未知のι官曹をは

らむことを考慮し，能力あるすべての研究者の自由を尊重し，その十分な協力を求むべきである@

われわわは，きらに目本における原子力の研究と利用は，日本国民の自主性ある運営の下に行

わるべきことを要求する@原子力の研究は，全く新しい技術課題を提供するものであり，その解
決のひとつひとつが国の技術の選者と国民の福祉の増進をもたらすからである。

われわれは，これらの原則が十分に守られる条件の下にのみ，わが国の原子力研究が拍められ
なければ/ぷらないと冒じ， ζζにこれを戸閉する。」
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「原子力の研究・開発・利用に関する措置についてJ10
) 申し入れをおこなった

のである。 7項目にわたるこの申し入れは，原子力の平和的利用のためには，

これだけはどうしても守らなければならない最少限の要件としてであった。

日本学術会議の勧告により. 1955年12月，民主・自主・公開の原子力の平和

的利用のための 3原則を採り入れた原子力 3法(原子力基本法，原子力委員会

設置法，原子力局設置に関する法律〉が成立した。しかしながら，それは十分

なものとはいえず，その後解釈のうえでいろいろと疑問を残すことになった。

事実その後の原子力政策の推移は，日本学術会議の勧告した最少限の要件すら

守られず，原子力 3法制定時の精神がゆがめられてきた。すなわち「原子力の

研提，開発，利用およびその成果に関する重要な事項は，すべての国民がこれ

を知る乙とができるように，公開され」はしなかった。たとえば，原発建設に

際 L. 地元の意見を聞くということで「公開ヒアリング」が開催され資料等も

閲覧に供せられているが，形式的なもので，資料等につL、て国民が実際に知る

ことができるような方法で公開され閲覧に供せられることにはなっていない。

「原子力の研究，開発，利用は，あく宮で民主的な運営の下に自主的に行われ，

安易な外国への依存は，これを避け」てきたとはいえなし、。この点，ほぼ同時

10) r原子力の研究 開発刑用に関する惜躍についてJ (申λ〕は，つぎのとおりである
「わが国で，原子力の研究およびその開発，利用をはじめるについては，政府において，少な

くとも次の諸条件を保障するための措置をとられたしここに本会議第18回総会の議により中し
入れます。
1 原子力の研究・開発 利用は，あくまで平和目的に限定し，その軍事的利用に革くおそれあ
るものの介入は，絶対にこれを排除すること。

::1.泉子力の研究・開発田利用は， もっぱら困民の福祉の増進Lわが国の経済目立への寄与を目
的とすること，

3 原干力の研究・開発・利用およびその成果に関する重要な事項は，すべて国民がこれを知る
ことのできるように，公開されること。

4 原子力の研究・開発刺用比あくまで民主的な運吉のもとに自主的に行われ，安易な外国
への依存は， ζれを避けること u

5 原子力の研究開発利用に関係する機関の要員については，日本国憲法によって保障され
た基本的人植を，と〈に十分尊重すあことロ

6 原子力の研究・開発・利用については，それにともなう放射線による障害に対する対策，特
にその予防のために，予め万全の措置を講ずること.

7 骸分裂性物質または核分裂性物質の原料となる物質は，国民の利益のために，厳重に管理さ
れるべきこと J
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期に米国よりの技術導入でスタートした日独両国を比べると，わが国のばあい

未だに米国への依存度が大きいことをみても明らかである。さらに「放射能に

よる障害に対する対策，特に予防のために，あらかじめ万全の措置を構ずるこ

と」も軽視されてきた。 ζのことは原子力船「むつ」の放射線漏れ事故 (1974

年 9月〕や日本原電敦賀原発の事故 (1981年 4月〉が証明している。

このように原子力の研究，開発，利用のその後の経緯をみてみると， 日本学

術会議の勧告した最少限の要件すら守られず，原子力 3法制疋の精神はゆがめ

られてきた。原子力平和利用 3原則が軽視されてきたことは，憲法第9条が自

衛隊増強のため都合むよいように解釈されてきたのと類似しているといえよう。

法律は一旦f制定されると，制定にいたる経緯やその精神が忘れられ，事情の変

化，条件の変化を理由に，政策主体にとって都合のよいように解釈される。

原発の開発優先政策とともに 3原則， とくに公開原則について，企業秘密優

先(事業上，技術上〔とくに外国よりの翠入技術〕の秘密保持〕の立場から，

あるいは「物的防禦上の問題等却って弊害を生ずるJ (核ジャック等の危険〉

という理由， さらにまた「軍事目的利用を企図する外国の技術陣に情報を与

え」る危険があるため，公開原則に対する限定的解釈がみられる。原子力基本

法第 2条に「その成果を公開し」と規定されていることから， I公開は成果に

ついて義務つけられて」いるが「成果に至る過程や手段・方法・施設等の公開

は義務づけられていないJ，I原子力の利用について，民主・自主・公開の 3原

則は否定さるべきものではないが， ζれらはあくまで政策的な問題であって，

少くとも原子力基本法第 2条からは民主・自主・公開の 3原則が同質・同レベ

ノレの原則として並置することは導き出されない。法律的に言えは，少なくとも

公聞は他の 2つの原則と異なり，開発・利用等の行為そのものに対するもので

はなし行為の結果たる成果に限定した規制であるJlllと。

なるほど公開とし、う問題は， I何のために，何をp 誰に，どのような方法」

で公開するのかを具体的に考察しなければならなL、。しか'1--， 3原則は「人類

11) 河村卓哉，問題だらけの原子力法規， rエネルギーフォーラムJ1981年 4月， 54~55ページ.
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社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的」とする原子力の研

究・開発・利用が，軍事目的に転用されることを防ぐとともに安全確保のため

にも最少限の要件であり，主に不離不足の関係にある。国民の生命・健康，財

産を守るという見地が優先されるべきであって，企業秘密や外国への情報漏洩

を第1とすべきではない。後者の理由を優先すれば，公開原則は必ず有名無実

となるだろうからである。公開原則が制限されるならば，軍事的利用への歯止

めは事実上なくなるからである。今日，原子力の平和的利用のためには，核兵

器が地上や宇宙空聞から一掃されることがなによりも必要である。核兵器が廃

絶されないまま原発の建設がすすめ bれるならば，核拡散は世界的にすすみ，

原発技術の軍事的転用の危険は大きくなるだけであろう。 1954年日本学術会議

が政府に 3原則について申し入れをおこなった当時にくらべ，新らしい核兵器

体系の開発と原発の建設が格段に進んでいる今日 3原則の重要性はますます

大きくな〉ている。

原子力の平和利用とはいえ原発は，核兵需生産の物的潜在力として，つねに

軍事的目的に転用きれる市険をもっているのしたがって原子力，その平和的利

用としての原発の問題は，石油や石炭などのエネルギー源と並置したんなる

エネルギー需給問題の 1つに解消して取り扱うべきではなく，つねに軍事的目

的に利用される危険をもち，他のエネルギーとは異なる特質〔放射能など〕を

もつことから，総合的・統一的に取り扱う必要がある。にもかかわらず， 日本

学術会議でも第11期から原子力をエネルギー問題とその他の問題とに分離して

取り扱うことになったのは，原子力問題にたいする対応の仕方としては適切で

なく，むLろ後退したといえよう。学術会議こそ，原子力 3法制定当時の精神

に立ちかえり，原子力政策の「抜本的」な見直しのため寄与すべきであろう。

IV 

わが国の原子力の研究・開発・利用は，さきにものべたように，その体制も

'* 整わないまま，まず「金をつける」ということから始まったのである。こうし
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てわが国の原子力政策は，当初から金で解決しようとする金権政策の特徴をも

ち，発電至上主義の電源開発優先政策のもとで原子力発電の建設が進められ，

1973年(石油ショック〉以降は，石油代替，不況対策として原発設置を促進す

るため，電源、 3法による設置地元への交付金の増額山， 1981年度から「電源開

発促進交付金」制度が新設され，原発がある市町村の住民に対し，原発の発電

能力に応じ 1 戸当たり月額300~900円(企業には契約電力 1 KW当 た り 月 額

75~225円〉を協力金として寄付し，実質的に電力料金を害」りヲ 1< ことになっ

た1ω。このほか，電力会社が建設地住民に対L補償金， 建 設 協 力 金 そ の 他 を 支

払い'"安全性確保よりも住民を金で「買収」するなどすべて金で解決しよう

とする原発促進政策は，ますますエスカレートしている山。住民の損失にたい

し補償することは当然、のことではあるが，本来公共財産 Eあるべき海域等が，

12) 従来 1kw当り300円であったが， 1978， 7S年度は倍額0)6叩門主付される ζとになった。

13) 1981年度予算額は3C曜2，700万円で， 10月から安付予安邑

14) 1971年運転開始した東京電力福島原発第 1建設のさい支払われた補償金はl億円であったが，

同第2は火力をも含め35億円， 柏原原発は42億2，500万円，東北電力女川原発の場合には4漁協

に主払われた補憤金は79億7，200万円， 組合員 1人平均1，000万円以上で， このほか建設協力金と

して 2融闘に責払われた金額は15億円，総訂約100億円にも達している。原発建設に伴う漁業補

償金の軍定基準になっているの怯， 1963年，池田内閣当時，閣議決定された「電源閲覧等に伴う

損失補償基準」で，揖協の平均年間漁撞高のうち， I泉発建設により減少する分を利息として毎年

生み出すような元金を補償額としている。 しかL東北電力 巻町原発の場合，古川原発並みの

「組合員1人の平均取り分JX，組合員数」が実際の算定基準(19旧年 1月8日付「読売』とな

っており，閣議決定基準は有名無婁になっているn

15) 1981年 2月.自民党は「電源立地等推進本部」を設置し，つぎのような3大行動方針を決定し
て、、る。

(1)電源立地等に対する園民の理解増進のための国民運動の積極的展開=①全国遊説(電源立

地キャラバン，電力消費地街頭遊説〉の実施，③テ νビ ラジk 映画等を通じての国民に対す

る直接的呼びかけり実施，③自治体関部者〔知事，市町村長，地方議会議員等)，地方団体関係

者(漁協，農協，商工団体等j並び企業，骨粗，消費者団体等との懇談会の開瞳，くE学者，地元

有識者等によるシγボジウム及びマスコミ懇談会の開催，(j;電曹」立地地成における党員を対象と

する研修会の開催。

(，)原子力を中心とする立地難航地点への支援=迂個別地点立地雌進の己め，本部ffl¥遣による

調査，支援活動，也知事，市町村長，地方議会議員等との日常的接触，(j;推進関係者の組織化及

び組酷に対する支援，@推進側首長，議員への支援活動ー

18) 電源立地推進のための諸施策り推進~{j;電源立地地域へのエ場誘致，その他雇用機会拡大
のための具体的地域振興対車の推進，喧電源三法制度の充実強化等による電源立地地境自治体

の積極的支援，軍電源立地地域における農林漁業等地場産業の育成源輿，(J:電源立地関連許認可

手続きの迅速化，円滑化，⑤原子炉安全審査体制の強じ等による安全審査の効率的実施。



14 (286) 第 127巻第4・5号

特定の人びとに補償したからといって，私企業による安易な原状変更が承認さ

れてよいのかどうか，今日再検討されるべき問題であろう。

わが国の原子力政策，その行政の可否について検討しなければならなかった

機会はこれまで 3回あった。 1つは，さきにのべた1974年 9月の原子力船「む

つJの放射線漏れ事故のときであり，第2は，米国スリ ・マイル・アイラン

F原発。事故，第3は，今回(1981年 4月)の日本原電・敦賀発電所の事故の

ときである。原子力船「むつ」の放射線漏れの事故にいたる経緯はVに述べる

とおりである。米国スリー・マイル・アイランド原発の事故については，せっ

かく報告書が出され，わが国でも摂取すべき多〈の指摘がなされているにもか

かわらず，その教訓が生かされたとはし市、難し、。

米国1 りー・マイル・アイランド原子力発電所事故に関する大統領委員会報

告書〈委員長 JohnG. Kemeny) le) は，つぎのように指摘している。

「原子力事故守未然に防ぐためには， 機構や認可手続g，方法， 主た特に

原子力規制委員会の姿勢そのものと原子力産業の姿勢にも，抜本的な変革が必

要J'η であり「もし一部の企業十規制担当機関があえて抜本的に姿勢を変えな

かったら， やがて一般大衆の信頼を完全に失うことになるだろう」附， と警告

し， i機構や手続き，それに特に人聞の姿勢で抜本的な変革が必要だ， という

のがわれわれの主張」であり「小手先の『対策』をどんなに寄せ集めても，そ

の根本的な問題は解決されない」山ことを繰り返し強調LてLる。

スリー・マイノレ・アイランド原発事故を経験し調査の結果提出された大統

領特別委員会の報告〈ケメニ一報告)に指摘されている警告を，わが国ではど

れだけ真剣に聞き入れられたであろうか。わが国では， ζ のような事故は起り

得ないという認識のもとで，具対的な防災対策はなかったので，急、拠「原子力

16) Report of the President's Commi錨 ionCChainnan John G. Kemeu)") on the accident 

at Three Mile Island， October 1979. 0院ROIスリーマイル島原発事故報告」昭和5&年4月〉。
17) Ihid.. 7 p. (邦訳， 5ページ)，
18) lbid.， 25 p. (邦訳， '27ベージ).
19) Ibid.， 24 p. (邦訳， 26-'ージ)，
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発電所等に係る防禦対策上当面するべ雪具体案についてJ (1979年 7月12日，

中央防災会議決定〕が決定され，また原子力発電所の管理体制の再点検などの

措置が若干とられた。しかし結局，原発の事故は運転員が不慣れのために起き

た事故で，大したことではなかった， として抜本的な変革はなんらおこなわれ

なかった。機構や手続きについて若干の改善策が構じられても， それが í~ 日

常的なビジネスj (business as usual) といった気持ちで実行されるなら，

スリー・マイル・アイランド原発事故を契機として必要となった根本的変革は

実証される筈j-20) はない。またケメニ一報告が指摘しているように，電力会社

や通産省，原子力安全委員会が原子力発電にたいする姿勢を根本的に変えなけ

れば，いかなる機構や手続きを決めても実効性はない。ケメニ一報告の教訓は

すこしも生かされなかったのである。

日本原子力発電・敦賀原発事故発生により明らかになったことは，第工に，

安全よりも原発の稼動率引上げによる収益増(1日の稼動による電力の売り上

額は約 8，OC日万円〕を優先する企業の姿勢， 第 2に， 原発設置の許認可者であ

り，運転等に関する規制者である通産省 (1978午 7月，原子力基本法の改正，

1979年 6月，核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の改正に

より，原発は通産犬臣による一貫規制のもとにおかれることになった)は，な

んら規制者としての任務を遂行していなかったことである。それど ζ ろか安全

確保に直接責任をもつべき原子力発電安全審査課と原子力発電安全管理課とが

相互に責任を回避するなどの事態がみられたことである。原子力 3法の改正に

より，大企業の利益を代表し，その育成，強化を旨とする通産犬臣の一貫規制

のもとにおかれたことは，開発優先になりこそすれ，安全確保の点では逆行的

措置であるといえよう。敦賀原発の事故とその後の経過は，われわれが指摘し

ていた原子力 3法の改正の悪い結果を証明することになった。第3に，監督官

庁である通産省は許認可・安全規制の責任をとらず，日本原電を告発するとい

い，日本原電は現場担当者の人為的ミスといい，ともに責任をとろおとはしな

20) Ibi瓦， 24p. (邦訳， 26ベージ).
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い無責任体制が明らかになったことである。

敦賀原電の事故の原因は，現場担当者の慣れ過ぎが招いたものといわれてい

るが，放射能を伴う危険な原発を「日常的なピジネス」といった気持ちでしか

考えていない企業や規制担当者の姿勢にこそあるといわなければならない。

V 

原子力船「むつ」は， ソ連の砕氷船「レーニン号J (1959年)， アメリカの

貨客船「サパンナ号J(1962年)，西ドイツの鉱石運搬船「オット・ハ-y号」

(1968年〕に続き， 1969年 6月進水した世界で4番目，わが国初の原子力船'"で

ある。米， ソ，西独の原子力船が明確な使用目的をもって建造されているのに

たいし「むつ」は当初海洋観測船にする予定が，観測機材なしの実験船となり，

さらにいつのまにか貨物船になったことである。貨物船とはいえ総トン数8，214

トンにたいし，載貨重量は名目だけのわずカ，2，953トンという貨物船ならざる貨

物船， しかも出力試験中の異常放射線漏れ事故を起したため，法的に船舶とし

て認められないまま I原子力実験船」ということになってしまっている。

「むつ」の原子炉は，原船事業団が基本設計を担当，国の安全審杢をパスし

た後，事業団が三菱原子力工業に発注，設計製造がおこなわれ，国産船舶用第

1号となった。約 1億円の費用を払い，米ウェスチング・ハウス社の設計指導

を受けたさい，何カ所か欠陥のあることを指摘されたが，具体的な改善策につ

いては指導きれなかったといわれている。

「むつ」の原子炉は， 1967年11月，原子力委員会原子炉安全専門審査会の安

全審査をパスし，設置が認可された。その後は運輸省の管轄となり，詳細設計

の審査を経て，出力試験がおこなわれる ζ とになった。ところが，洋上試験で

異常放射線漏れという原子炉自体の欠陥による事故が起り，安全審査の責任は

どこにあるのかという点で，関係官庁は互に責任を回避するという無責任体制

21) Iむつ」は全長126m，総トン数民214トン，加圧水型原子炉(熱水力 36，OOOkw)を動力源と
したものである.
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が明らかになった。このような無責任なパヲパラ原子力行政について，当時つ

ぎのように報道"，されている。 i第 1段階の安全審査の性格について科技庁原

子炉規制課では『安全審査の段階では， まだ基本計画しかない。 現在のモノ

〔原子力船〕はもちろん詳細設計も出ていない。しゃへいにしたって Lゃへ

い材に何を使うかによる技術的可能性を検討するのと，どこの放射量を何ミリ

・レム以下にします. という約束をさせるだけのものです』と説明する。今回

の事故の責任は具体的な設計を審査する運輸省というわけだが，安全審査が事

実上，安全審査になっていないことも認めているわけだ。ところが，悪者にさ

れた運輸省は，全に別の見方をしている。 r原子炉安全専門審査会は原チ炉の

安全性を審査するわけでしょうが， しゃへいの具体的な審査を抜きにした安全

性審査なんて考えられますか』と船舶局の某幹部はいう。原子炉安全専門審査

会をパスした以上，その原子炉は 応，安全なものとうけとるという立場だ。

それに，原子炉規制法では，設置許可に続き詳細設計の認可というステップを

踏むヰとになっているが，運輸省は古くから「船舶安全法』というものがあっ

て，詳細設計を認可するとかしないとかの制度がない。某幹部は続日て主張す

る。 r運輸省でも設計図の検討はする。そのための専門家もいる L，船舶技術

研究所もある。しかし，原則は海上試運転による検査本。ダメなら不合格。

つまり，今度の事故にじても 「むつ」が不合格になったというだけの話だ』。

メーカーは試運転後の補修を，いわば前提として炉を製作し，原子力委員会は

実質的な安全審査をやらず，運輸省は『試運転1本』と〈る。 iむつ」の事故

は起るべくして起ったともいえそうだ。」

原子力の平和的利用の場合，安全性確保を第1とすべき原子力行政が，こり

ような無責任体制のもとでおこなわれていることは，驚くべきことといわざる

をえない。

わが国で，原子力船開発の話がもちあがったのは， 1日55年大阪商船 L当時〕

が研究着手を発表した ζろに始まる。同年12月，海運・造船業界を中心とした

22) r読売J1974年目月 8日付.
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16社による原子力船調査会(会長山県昌夫東大教授〉が発足，調査，研究，試

設計，経済性などの検討がおとなわれ. 4万重量トンのタンカーを建造 (1960

年着下. 1965年進水〉の構想が打ち出された。翌1956年には，大阪商船が2万

トン級の原子力推進南米移民船の構想を，運輸省は「原子力商船10カ年計画」

(1956年 8月)を発表した。運輸省の計画は，①5年以内に実験用舶用原子炉

を試作または輸入する，①1961年までに 4万ト Y級タンカー 2隻を建造すると

いうもので， 1957年に運輸技研における原子力船の開発研究に関する経費とし

て43億円の予算を要求，調査会も 8万トン 4万トン級タンカーの基本設計4

種を発表した。このように海運・造船業界と運輸省など，三菱，三井系を中心と

する11クVレープ加による 7隻の原子カ船の基本設計が出揃ったのである則。こ

のような原子力船開発気運のなかで， 1958年10月原子力船調査会は解散，新た

に日本原子力船研究協会(造船工業会関係4団体と造船・海運関係41社が参加〕

が設立された。これとは別に，同年2月に日本原子力産業会議のなかに原子力

船懇談会がつくられるなど，原子力船は研究段階から開発段階へとすすんだ。

運輸省における開発・研究と併行し 1957~58年度研究補助会，委託研究費

などにより，川崎重工業，三菱自本重工業でも実験的研究に着手，さらに1959

年以降， 日本原子力船研究協会や石川島重工にも委託研究費，補助金が寄付き

れ，開発のための研究がすすめられた。旧財闘を中心とした業界が，原子力船

の開発に熱心であったのは，経済的に採算はとれないが，世界の大勢に乗り遅

れないためには，採算を度外視しても建造すべきだ， ということと，当時デフ

レなべ底景気で不況下にあった造船・海運業界が，不況脱出のため政府の助成

を引き出すことも重要な目的の 1つであった。世界ーを自負する日本の造船・

海運業界の思惑が，その動機であり，運輸省は忠実な業界の意思遂行機関とな

ったのである。

23) 日本原子力鉱石船協同研究会，日東商船原子力油槽船研究会.大阪商船一三菱原子力船合同研
究会， 日本郵船原子力船研究会，目立ー飯野原子力船首畠同研究会，三井原子力晶可研究委員会，JIl
崎原子力船研究会，中部電力一名古匡造船原子力共同研究会事のグループ。

24) r由際経済J197咋 11月号参院
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1958年には早くも米ゼネラノレ・エレクトリッグ社は舶用炉 (2万馬力， 20ノ

ット〕を27億円で日本に売り込むなどのこともあって，業界は開発費の不要な

輸入炉でも開発を急ぐべしという意向もあり，他方では国産を主張する原子力

委員会の見解2OJもあり， どのようにするかについてはなかなか結論がでなかっ

た。そこえ西独では26，000トンの鉱石運搬原子力船建造が決定したこともあっ

て，自民党政調部会は1963年中に原子力船の建造着手を決議し， 1962年末突如

として総費用60億円で原子力船を建造することになったのである。そして1963

年度 1億円の国庫支出が決定され， 6fトン 110人乗りの海洋観測船(総工

費34億 6，000万円〕を建造することが決まった。 1963年 8月には， 1972年 3月

末までの時限立法で「原子力船開発事業開発団」が設置され， 1963年度から 7

午聞で原子力船を建造，その後2年間実験航海を行うこ"1:-:なった。原子力船

建造に当っては，国産炉によるとと，総経費60億のうち政府が75%，民間が25

%を負担することになったのこうして1964年 4月には， 5つの原子方グループ

と造船7社に詳細設計の発注がおこなわれた。

原子力船建造決定にあたり注意しなければならないことは，原子力船建造の

目的は，たんに遅れをとらないというだけでなく，原子力船および舶用原子炉

の研究・開発ほ，原子力潜水艦用原子炉など軍事用原子炉の開発と無縁ではな

いということである。というのは，当時， I新型式の舶用炉の開発研究，洛示

品tI超大型超高速船等について各種研究を促進する必要があると思われJ2el て

いたことからも，舶用原子炉の製作は，潜水船ということになっているが原子

力潜水艦用原子炉製作の準備とし寸思惑のあったことは，まったくの把憂とは

いえないであろうからである。

ところが，原子力船の建造は発注の段階で早くもつまずくことになった。

1965年 3月，造船大手7社に従来の船舶と同様に，船機体として発注〈船体

25) 1962年6月15日，原子力委員会の原子力船専門部会は「原子力船の第1船出海洋観測船を建造
すべき」ことを答申。

26) 原子力年鑑J1961年版.214ベ一三人
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とエンジン←原子炉の一括発注〉したが， 7社とも指名競争λ干しを辞退した。

入札辞退の理由民①船機一体方式では造船側の責任が重すぎる，②開発要素

が多いので発注価格34億円は安すぎる，ということであった。入札辞退にあわ

てた事業団は 5億円を上積みして翌日再入札したが，ふたたび応札を拒否され

たo 受注側の言い分は「炉だけでも29億円はかかる。船体の32億円と合わせて

60億円は必要J'" (河野文彦三菱重工副社長〕というのである。三菱重工以外

石川島播磨重工も同様であった。ところが，目立造船が技術提携していた米ウ

エスチング・ハウス社等の米原子炉メ』カーであるパプコック・ア:/F.ウィ

ルコックス (B& W) 社(米原子力船サバンナ号，西独京子力船オット・ハ

ーン号の原子炉を製造〉が， 23億円で原子炉を受注する旨の名乗りを上げたと

たんに，三菱原子力工業回は29億を25億7000万円に値引きすることを表明した。

乙のような原子力関係企業聞の不明朗な競争の結果，原子力委員会ほ， 1965年

7月末， やむな〈原子力船の建造延期と原子炉の輸入を含め計画を再検討し，

観測船の予定を特殊貨物船に変更したが，結局，日本造船工業会のあっせんも

あって，原子力委員会は「わが国の造船技術の国際的宅導性を維持するため」

に輸入を止めることを決定し， 1967年11月船体は29億弘800万円で石川島播磨3

原子炉は25億 6，900万円で三菱原子力工業が受注することになったのである。

当初計画の海洋観測船が貨物船に変更されたのは，海洋観測船だと維持費が年

間5億円かかるが，貨物船にすれば年間2億円程度の収入が見込めるので，大

蔵省を説得し予算がとり易いということのためであった。ここにも無計画で，

すべてを金で解決しようとする原子力行政の特徴がみられる。そして当初の総

工費 34億6，00日万円は，核燃料費別で 55億6，700万円にはね上ることになったば

かりか，船機〈船炉〉一体もくずれ，核燃料の荷装，炉の臨界試験，出力上昇

試験，海上公試などは，すべて事業団の手によりおこなわれることになってし

まった。つまり結果についてはすべ亡事業団の責任に押しつけ，完全に企業べ

27) r国際腫済J1974年11用号参照い

2め三菱グループの窓口会社で宋ウェスチソグ ハウ入社とコンパスチ aγ・エソジエアリング
くじE)社と技術提携している.
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1967年には青森県むつ市大湊港を「むつ」の母港に決定し，翌68年起工式，

69年 6月進水， 72年 8月原子炉積載 9月核燃料を荷装L.一応原子力船とし

ての体裁がととのうことになった。これまでの主な費用は合計99億円(船体と

炉56億円，核燃料17億円，母港施設26億円〕。予定より 2年も遅れ 1974年 9月

1日，漁民の反対を押し切り初の洋上での出力上昇試験がおこなわれた。とこ

ろが「絶対安全」のはずが甲板上にまで異常な量の中性子線が漏れるという事

故を起し漂流が始まることになったのである。母港に繋留するため，政府は，

むつ市にむつ湾漁業振興事業などに対する「補助金」として 13億 7，000万円を

支出し， 1977年 4月14日までに 4者協定(政府，青森県，岡県漁連，むつ市〉

により母港撤去を約束した。 lかL.約束Lた撤去期限は守られず，結局1978

年10月佐世保に回航きれることになったのである。

1963年 8月，原子力船開発事業団が発足して以来， 1972年度末までに支出さ

わした事業費は，漁業振興費などを除き，総計 210億円， 遅くとも1978年中には

実験船としての使命を果すはずであった「むつ」は，運輸省の検査未合格のた

め，法的にはまだ「船舶Jでなく，原子炉を積んだ海に浮ぶ物体にすぎないの

である。

1978年10月以降，補強修理のため佐世保に繋留されたが， ドック入りしたの

は1979年 7月，その後改修事業者を佐世保重工から石川島播磨重工に変更する

などもあり，新母港も決定しないまま， 1981年10月15日の改修期限も目前に迫

っている。

1978年10月佐世保に回航されてから 3年間に改修工事を完 fする約束になっ

ているが，事業団の毎年の事業費のほか，改修工事と安全性総点検，修理のた

めの費用は約G5億，長崎県に対する魚価安定対策資金25億円で計80億円，その

他新母港決定と母港施設費用を入れれば総計は500~70日億円にもなり，当初計

画。 5~7 倍にも達することになる。使用目的も 2 転 3 転\.-，なんのために作

られたかわからない一隻の原子力船「むつ」のために，税金が浪費され，幾多
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の法律違反(たとえば，核原料物質，核燃料物質および原子炉の規制に関する

法律第23条により，原子炉を設置する場合，そのための施設が必要であるが，

修理されている佐世保重工にはその施設はない〕がおこなわれている。「むつ」

にこれ以上金をかける必要は，どのような点からもなし、。

ところで「むつ」の異常放射線漏れの原因はなんであったのだろうか。原子

炉に重大な設計ミスがあったからである。舶用炉は，陸上の発電用原子炉とは

異なり，軽量・小型で強力なものが要求される。放射線漏れを防ぐ炉の遮蔽，

冷却水の状態や制御棒の操作が，船体の動揺，振動により変化せず，かっ船が

60度以上の戸ーリシグ， 20度以ムのピッヲ Y :7"を生じたときには，直ちに原子

炉が停止するよう，炉心支持，耐衝撃構造などについては， とくに高度の安全

性が確保されなければならないu また速度を変えたり，前後進を速やかにおこ

なうととができる土う， 5秒以内で 1003岩間力を18%までダウンきぜたり， 30 

秒以内に18%出力から80%出力に高めたりできるよう，急激な負荷変動に追随

できることが舶用炉には特に要求される2目。

当時，わが国初の原子力発電所東海 1号が営業運転を始めたばかりで，舶用

炉についての経験も技術も全〈持ち合わせてはいなかった。当時，舶用炉は米

原子力i潜水艦用のものだけであった。三菱原子力工業は，アメリカの原子力委

員会に対し技術供与の要請をしたが，高度の技術のため提供きれなかった。

原子力「船開発事業団法Jの採決に当たり，建造には極力国産技術を用いる

という付帯決議がなされている。にもかかわらず，建造に当っては，研究開発

体制も整わないまま，基礎的実験を積み上げることもなしまた費用がかかる

という理由で陸上に実物大の原型炉を作り試験することもなく，しかも古い計

算コードによる机上の計算で設計されただけのものである。技術上の開発のポ

イン lである制御棒関係技術については，結局米AMF社からの完成品輸入に

頼ることになヮた初、そして作られたのは欠陥原子炉であった。

三菱原子力工業は原子力委員会，運輸省が審査し，チェッグしたといい，運

29) r国際経済J197<k隼11月号参風
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輸省は船舶安全法によるチェックだけが任務といい，原子力委員は設計の基本

方針を審査するだけといい，一体誰が原子力船開発，安全審査，安全管理につ

いて責任を負うのか全く明らかでない。今回の敦賀原発事故の場合も全〈変っ

ていない。ともに原子力政策の無計画性と原子力行政と開発体制の無責任な体

質を示している。

lむつ」放射緩漏れ事故究明のため設置された iWむつ」放射線漏れ問題調

査委員会J (委員長・大山義年東工大名誉教授〕の報告 (1975年 5月〕による

と，放射線漏れの直接的原因は，高速中性子が放射線遮蔽体のすき聞から漏れ

るス}リーミング(流出〉現象であると断定1..-， それを引き起した問按的原因

として，政策面，組織面，技術面，契約面などあらゆる点で問題が多く介在L

ていることを指摘している。

そして，今後の対策正して，①日本原子力開発事業団の組織を技術的な能力

を持ったものに改めること，②政府の計画は安全性の確保を含め十分な技術的

裏付けのもとに行うこと，③新Lい原子炉開発に対しては，設計，施行，監督

などの体制が必要なこと，④役割の限界と責任の所在の明確化，⑤原子炉部分

の全面的な技術的再検討と必要な改善・改修をすること，⑥地元の住民の理解

を深める努力をすること の6項目にわたる提言をおこなった。

この報告書は，安全性確保のため調査審議した原子力委員会の原子炉安全専

門審査会について「高名で多忙な学者，研究者にゆだねること自体に無理があ

る。 この結果， 責任はあいまいにしたまま無難な結論が採用される恐れがあ

る」と指摘している。建設に当っても，まず設計・仕様書の類がほとんどメー

カである三菱原子力工業主導の形でまとめられ，事業団自体による責任ある検

討と判断が加えられなかった。その能力がなかったといえよう。また事業団は，

技術担当理事，原子炉部長，技術部長などは 2~3 午ごとに交替1..-，責任体制

が不明確であった。わが国の特殊法人にみられる無責佳体制である。事業団は，

科学技術庁と運輸省の寄り合い世帯の出先機関であり，部課長級にとっては昇

30) 中島篤之助，欠陥船「むつ」を生んだ原子力行政， ，エコノミストJ，貯4年[0月15日号.
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進のためのトンネノレ的腰掛的ポストに過ぎないといってよい。きらに加えて科

学技術庁と運輸省の縄張り争いもあり， もともと「全体的な推進体制として十

分といえないJ C前掲報告書〕ものであった。

さきの報告書が指摘しているように，政府に自主開発方針がなく，技術的検

討，地元との情報交換などあらゆる笛に欠陥があった。 Iむつー放射線漏れ事

故にしても敦賀原発事故にしても lわが国の原子力開発体制の欠陥そのもの」

の露呈にはかならない。

このことは rむつ」放射線漏れ事故発生後さらに拡大 Fる。政府は適切な

措置を講じることもなく，無為無策，責任の所在も不明確なまま推移，不況に

よる倒産寸前にあった佐世保重工救済(佐世保港は海上自衛隊の重要な基地で，

佐世保地方隊の所在地，第 2護衛隊群の基地であり，海上自衛艦中米軍瞳船修

理のためにも佐世保重工業の救済が必要であ円た〉と長崎新幹線の繰り上げ着

工をエサに，原子炉のながには手を触れないという「封印」方式で改修するこ

とを条件に，やっと1978年10月，佐世保に回航される ζとになったのである。

核封印方式というのは.原子炉圧力容器の上プタを封印 L.制御棒，駆動装置

にカギをかけ，原子炉を運転できない状態にしたうえ，遮蔽部分を修理するこ

とである。つまり内部につレてはなんら点検もしないのである。この「改修」

後「むつ」は，新母港で 1年間出力試験を実施したのも 5年間実験航海を続

けることになりている。しかしながらいまだ新母港は確定していない。引き受

ける港がないからである。おそらくまた金で解決するということになるだろう。

金と政治=力の論理を背景にした大企業の主導で，なにがなんでも開発とい

うやり万の結呆，原子力船変じて「政治力船」になったのが「むつ」といえよ

う。このような事態になったことにたいしなんの反省もなしその場しのぎの

糊塗的行政が続〈かぎり，第2， 第 3の「むつ」事件が起らないという保証は

なにもない。これでは，いくら「絶対安全」といっても，原子力行政にたし、す

る不信はつD るばかりであろうロ 「むつ」は廃船にL.今後ふたたびこのよう

な不祥事が起らないよう，反省の資としこれ以上無駄な資金，資材の投入を
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止めるべきである。

おわりに

核兵器による人類破滅の危険が増大している今日，原子力の平和的利用にと

って核兵器の廃絶が必須条件である。核兵器システム開発競争のなかで，核拡

散を助長する原子力発電の建設は推進すべきではない。なぜなら，非核 3原則

が骨抜きにされようとしている今日，原発が軍事的に利用される危険性はます

ます大きくなっ℃きているからである。敦賀発電所事故は，たんに構造的欠陥

や管理の人為的ミメだけ立起ったものではない。原子力発電が技術的未確定要

素を多くもっているにもかかわらず，開発第 1主義のもとで安全性確保は 2の

つぎとし，実大な補助金の交付など金権によりその建設のみを推進してきた原

子力政策と原子力行政の体質こそが，原子力船「むつ」の放射線漏れ事故を引

き起し敦賀原子力発電所の事故土事故隠しを起すことになったのである。敦

賀原子力発電所の運転停止処分によって解決される問題ではない。原子力基本

法3原則の精神にのっとり，特別の調査機関を設置し，直ちに全原子力発電所

の総点検を L，安全性確保の見地から抜本的措置を構じることが必要である。

「むつ」の教訓も，米スロー・マイル・ 7イランド原発事故の教訓も真剣に取

り入れられなかったことが敦賀原子力発電所の事故，事故隠しを引き起すこと

にもなったのである。敦賀原子力発電所の事故は原子力政策にたいする第3回

目の警告である。これを機会に，石油にかわり原子力という短絡的な考えにも

とづく原子力政策は発想を転換し，抜本的に再検討しなければ，国民の信頼を

失うばかりか，とりかえしのつかぬ危険な事態を招来することになるだろう。

小規模ではあるがウラ Y濃縮装置ももっ世界第 30)原発国である日本は客観的

に潜在的核保有国である。原発の安全性はたんに技術的安全性のみならず，人

類破滅のために利用されるという危険性を防止するという見地から考察するこ

とが不可欠である。


